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開発行為等に係る水道施設の譲渡工事取扱要綱

（令和５年 ２月 ６日告示第１４１号）

(目 的)

第１条 この要綱は、宮崎市開発地給水指導要綱（以下「給水指導要綱」という。）の規定に基

づき、開発地内の道路等（給水指導要綱第１３条第３項に定める道路及び水道施設を必要と

する場合は、その用地）に水道施設を整備する工事（以下「譲渡工事」という。）に必要な申

請及び費用の負担等、必要な事項について定めることを目的とする。

(費用の負担)

第２条 開発地内の水道施設整備に係る費用は、譲渡工事の申請を行う者（以下「開発者」と

いう。）の負担とする。又次の各号に掲げる費用についても開発者の負担とする。

(１) 受水槽及びポンプ施設等の整備が必要となる場合は、その設置に要する費用。

(２) 前号において、通常の給水に電気料等の維持管理費を伴う場合、電気料等の１０ヶ年相

当分の費用。

２ 開発者は、前項に定めるもののほか、宮崎市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）

が特に必要と認めた費用を負担しなければならない。

(水圧の測定及び水圧測定費の算出及び請求)

第３条 管理者は、開発者から開発行為に係る水圧測定の依頼があった場合は、水圧測定を行

い、当該水圧測定に係る費用を算出し、開発者に請求するものとする。

２ 管理者は、前項の水圧測定費納入後、測定結果を開発者へ提供するものとする。

(事前協議)

第４条 開発者は、管理者に開発行為事前協議申請書等を提出し、管理者と協議を行い、次の

各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(１) 給水指導要綱第５条第１項における協議書

(２) その他、管理者が必要とするもの

(施工業者の承認及び通知)

第５条 開発者は、あらかじめ給水指導要綱第１０条に定める施工業者を選定のうえ、管理者

に申請を行い、承認を受けなければならない。

２ 管理者は、前項の申請書が提出され、譲渡工事の施工業者として認めたときは、開発者に

通知するものとする。

(譲渡工事の申請及び通知)

第６条 開発者は、譲渡工事の申請書に、別に定める書類を添付して管理者に提出するものと

する。

２ 管理者は、前項の申請書が提出され、その内容が適正であると認めたときは、開発者に通

知するものとする。



(協定の締結)

第７条 管理者と開発者は、給水指導要綱第７条の規定により協定を締結するものとする。

(施工計画書の提出)

第８条 施工業者は、管理者に譲渡工事着工前に施工計画書を提出するものとする。

(連絡工事等願いの提出及び通知)

第９条 開発者は、連絡工事等を行う前に、管理者に連絡工事等願いを提出するものとする。

２ 管理者は、前項の連絡工事等願いの内容について認めたときは、開発者に通知するものと

する。

(水圧試験等)

第１０条 施工業者は、配水管布設完了後、給水装置工事着手前までに、管理者の指示により

水圧試験等を行うものとする。

(施工管理費の算出及び納入)

第１１条 管理者は、譲渡工事に係る施工管理費を算出するものとする。

２ 施工業者は、前項で算出した施工管理費を管理者が指定する期日までに納入しなければな

らない。

(維持管理費の算出及び納入)

第１２条 管理者は、譲渡工事で整備された水道施設の維持管理費を開発者に算出させるもの

とする。

２ 開発者は、前項で算出した維持管理費を管理者が指定する期日までに納入しなければなら

ない。

（費用の納期限）

第１３条 要綱第３条、第１１条及び第１２条に規定する費用の納期限は、納入通知書発行の

日の属する月の翌月の末日とする。

(譲渡工事の完成及び検査)

第１４条 開発者は、譲渡工事の完成後は、速やかに管理者に完成届を提出し、管理者の完成

検査を受けるものとする。

(検査済証の交付)

第１５条 管理者は、前条の完成検査の結果、宮崎市開発地水道施設基準等に適合していると

きは、開発者に検査済証を交付するものとする。

(固定資産の帰属)

第１６条 開発者は、給水指導要綱第１３条の規定により、布設、設置した水道施設を管理者

に帰属させるものとする。



(施設の管理)

第１７条 前条により帰属した水道施設の維持管理は、管理者が適正に行うものとする。

(その他)

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別途定める。

附 則

この要綱は、昭和４６年 ４月２０日から施行する。

附 則

この要綱は、平成４年 ２月２５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１０年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年 ５月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年 ４月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年 ５月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年 ２月 ６日から施行する。


